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特　　集

ブロックチェーンの仕組みと知財管理への応用

　抄　録　ビットコインを動かすシステムとして，その応用が主に金融分野で模索されてきたブロッ
クチェーン技術であるが，分散型帳簿としての本質が理解されるにつれ，金融資産以外の資産の帰属
証明として，さらには資産の取引を確実に行うプラットフォームとしての価値に注目が集まるように
なってきた。ブロックチェーン技術が従前のデータベースと異なるのは，管理者を想定することなく
取引データの整合性を維持することができる点にある。帳簿の記載と実体法上の権利関係との結びつ
きが強ければ強いほど，帳簿管理の集中的な権限を持つ者が「権力」を持つことになるが，これを分
散管理によって解き放つことを可能にするのがブロックチェーン技術であると言える。本稿では，ブ
ロックチェーン技術の仕組みとその応用に関する一般論をおさらいしたうえで，知財分野における応
用の可能性と，現在の技術水準でできる範囲を明らかにし，ブロックチェーンという破壊的な技術革
新を前に知財コミュニティが向き合う姿勢について言及する。
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1 ．	はじめに

最新のIT技術をベースに金融サービスの提
供のあり方を変えていこうとするFinTech
（FinanceとTechnologyを組み合わせた造語）が
日本でも興隆を見せている。
その中でも，ビットコインの登場は，取引所

の破綻という事故１）を契機としたものではあっ
たが，これまでの金融規制法の枠組みに収まら
ない金融とテクノロジーの融合分野の存在を世
に知らしめ，その後の決済に関する一連の制度
改革の動きにも一石を投じることとなった。
ビットコインというアプリケーションへの注

目は，同時に，このアプリケーションを稼働さ
せる，管理者の存在を必要とせずに機能するブ
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ロックチェーンというシステムへ人々の目を向
けさせることとなった。
Satoshi Nakamotoなる正体不明の人物が構想

したビットコインのアーキテクチャ（設計思想）
は，その後，人々の考察を経て，ブロックチェ
ーンという，コンピュータ・ネットワークの中
で，特定の管理者を要することなく財産的価値
を正確に記録し，移転することを可能にする，
「価値の乗り物」として一般化できることが指
摘されるに至っている。そして，Ethereum２）

など，この趣旨を全面に押し出した新しいブロ
ックチェーンが構想され，実用の機会をうかが
っている。
このP2Pの分散型コンピューティングという

ブロックチェーンの技術的アーキテクチャは，
我々の生活基盤として定着したインターネット
のそれと極めて相性が良い。そのことから，ブ
ロックチェーンは，インターネットがその普及
の過程で十分にケアすることができなかった，
コンテンツの保護とその流通の促進の両立とい
う命題の解決策としても，にわかに注目を集め
ている。
本稿では，このようにブロックチェーン技術

を決済分野以外にも活用しようという新たな動
き，とりわけ知財関連ビジネスにおける活用例
について紹介するとともに，その法律上の示唆
について検討する。

2 ．		ブロックチェーン技術の仕組みと
特性

2．1　仮想通貨の基幹となるテクノロジー

ブロックチェーンはビットコインという仮想
通貨システムを駆動するテクノロジーであり，
その起源は，上述のとおり，Satoshi Nakamoto
と名乗る人物が2008年に公表した論文「Bitcoin：
A Peer - to -Peer Electronic Cash System」 に
遡る。この論文をもとに，ビットコインが実装

され，2009年の運用開始以来現在に至るまで，
ビットコインというグローバル決済システムは
一度も停止状態になったことはない。法定通貨
の相場が，「管理者」により様々な意図をもっ
て陰に陽に調整・操作されているなか，管理者
の存在しないビットコインは，世界的に不安定
な政治の状況も相まって，今や全世界中に利用
者が拡大し，流通総額は1.6兆円を超す巨大な
経済圏を生成するに至っている。
ビットコインには，法定通貨や従来型の電子

マネーのように特定の発行者がこれを管理する
かわりに，ネットワークに接続する全ての参加
者（ノード＝コンピュータの端末）がネットワ
ークを管理する。特定の管理者が存在しない以
上，誰がネットワークのノードを担うかを判断
する者がおらず，これは悪意がある者を含めて
誰もがネットワークに参加することができてし
まうことを意味する。それにもかかわらずシス
テムが本来の目的に従って機能することを担保
するためには，ビットコイン・ブロックチェー
ンというシステムそのものが，このような悪意
を持つノードによって障害を生まないことを担
保していなければならない。パブリックなブロ
ックチェーンが，インターネット上で価値の記
録，移転手段として機能するためには，データ
の改ざんや複製，同一価値の二重使用（二重払
いや二重譲渡）を防止する仕組みとともに，悪
意を持つノードがあってもシステムの安定性を
維持できるような仕組みの実装が必須となる。

2．2　ブロックチェーンの内容と構成技術

ブロックチェーンは，何か新しい技術を生み
出したというよりは，既存の要素技術の組合せ
により新たな機能を生み出したものである。ブ
ロックチェーンに関する詳細な技術説明につい
ては，本稿の目的ではないため割愛するが，ご
く簡単にいうと，以下のような技術から構成さ
れる仕組みといえる。
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① 分散型台帳／P2Pネットワーク
クライアント／サーバ型のように役割分担が
固定されているネットワークとは異なり，ノー
ド同士が対等の関係でデータをやり取りするこ
とによって，ネットワーク参加者全員による分
散型のネットワーク基盤を実現している。
② ハッシュ（データの連続性の保証）
ハッシュとは，あるデータをハッシュ関数に
入力するとハッシュ値が出力されるというもの
であり，少しでも異なるデータが入力されると
全く異なるハッシュ値が出力され，ハッシュ値
から元の入力データを推測することは極めて困
難という特徴がある。ビットコインでは，この
特徴を利用して，データの改ざんを防止し，連
続性（トレーサビリティ）を保証している。
③ 公開鍵暗号（なりすましの防止）
公開鍵暗号とは，暗号化のためには「秘密鍵」

（本人だけが用いる鍵）を，復号化のためには「公
開鍵」（誰でも利用できる鍵）をそれぞれ用い
ることにより，安全な通信を可能とするもので
ある。ビットコインでは，公開鍵暗号及びこれ
を利用した電子署名を利用して，取引データの
生成者の本人証明等を行い，なりすましを防止
している。
④ Proof of Work（作業証明）
Proof of Work（PoW）とは，例えば一定の

計算競争を行い勝者に分散型台帳の更新権限を
付与するといった方法により，分散型の合意形
成を図る技術である。合意形成の方法は，ビッ
トコインが採用するProof of Workと呼ばれる

もののほかにも様々な方法が提唱されており，
ビットコインを始めとするパブリックなブロッ
クチェーンにおいては，合意形成に協力したノ
ードに対して，報酬としてそのブロックチェー
ンが司っているトークン（仮想通貨）が提供さ
れる。この仕組みは，ビットコインにおいては
「マイニング」（発掘）と呼ばれており，合意形
成（これは帳簿の書き換えとも取引の成立とも
言い換えられる）のインセンティブとして機能
する。
以上のような要素技術を利用して，取引（ト
ランザクション）をひとかたまりのブロックと
みなし，一定の承認作業を経たブロックをチェ
ーン（鎖）状につなげて記録したものがブロッ
クチェーンである。そして，この承認作業を分
散型の合意形成作業により実現する点が重要な
特徴である。ブロックチェーンの各ブロックは，
直前のブロックのハッシュ値を含むため，改変
するためには後に続くブロックを全て改変する
等の膨大な作業が必要となる。これにより，悪
意のノードが混入したとしても改ざんが困難な
仕組みとなっている（図１参照）。

2．3　合意形成技術のバリエーション

前述の通り，合意形成のルール作りは，ブロ
ックチェーン技術の信頼性確保の中核となるポ
イントである。すなわち，合意形成が労なく可
能となると，悪意のあるノードにより内容の改
ざんやシステムの攻撃が行われる危険が高ま
る。悪意のあるノードにとって，こうした攻撃

図１　ブロックチェーンのイメージ３）
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よりも合意の形成に参加したほうが自らの得ら
れる利益が大きいのであれば，同じ計算パワー
をシステムの攻撃ではなく合意形成に用いるで
あろう。ただし，合意形成に必要な計算パワー
が大きすぎれば，経済的インセンティブは相殺
され，ブロックの生成にも時間がかかり，ブロ
ックチェーンのパフォーマンスは低下する。
これは逆に言えば，合意形成の速度を上げ，
ブロックチェーンのパフォーマンスを引き上げ
るために，悪意のあるノードをあらかじめ排除
するという道がありうることを意味する。そも
そもノードを持つことができる者を信頼できる
者に限定するという発想のもとで構築されたブ
ロックチェーンが，プライベート型・コンソー
シアム型と言われているブロックチェーンであ
る。これらは，ノードを持つことができる者を
選択することになるが，その選択者はそのシス
テムの管理権限者にほかならない。プライベー
ト型・コンソーシアム型のブロックチェーン
は，かくしてパフォーマンス向上と引き換えに，
もともとのブロックチェーンの最大の特徴であ
る管理者が存在しなくても機能するという点を
放棄することになる。
分散型アーキテクチャを信奉するエンジニア

の中には，このような相関関係から，ブロック
チェーンとはパブリック型しかありえず，プラ
イベート型やコンソーシアム型というのは，ブ
ロックチェーンとしての意義を放棄したまがい
ものであるとみなす者もいる。しかし，技術は
実社会で使えてこそ意味があり，プライベート
型やコンソーシアム型が実社会で使えるシーン
があるのであれば，それはそれで価値がある技
術応用であるというべきだろう。実際，ブロッ
クチェーン技術は，それ自体の中に価値や記録
の移転がプログラム可能であるという特性を持
つことにより，これまでのデータベースを用い
た類似の処理に比べて，処理の自動化において
優れており，ビジネスロジックの処理コストを

低下させ，組織や社会ネットワーク全体のコス
ト削減に資すると目されている（この点につい
ては後述する。）。

3 ．		仮想通貨以外の分野でのブロック
チェーン技術の活用

以上で説明したようなブロックチェーンの特
徴（改ざんが困難でデータのトレーサビリティ
があること，二重使用を防止することで真正性
の保証された取引が可能であること，管理者が
不在でもシステムの安定性を維持できること
等）は，仮想通貨に限らず，また金融分野であ
るか否かを問わず，広い分野での応用が期待さ
れている。
先述したとおり，ブロックチェーンは，複数

の技術の組み合わせによる発明であり，要素技
術の組み合わせを変えることで，様々な特徴を
持つブロックチェーンを作ることができる。特
に，その元祖であるビットコイン・ブロックチ
ェーンは，完全なオープンソースであることか
ら，ここから派生した様々なブロックチェーン
や，これらのブロックチェーンを稼働させるエ
ンジンであるトークンが誕生している。また，
ビットコイン・ブロックチェーンのアーキテク
チャ自体から離れて，よりプライベートな環境
での活用を念頭に置いたブロックチェーンも生
まれている。
合意した内容をすべてのノードで同時に参照

可能であるという特性（consistency），一部の
ノードが故障しても他のノードが稼働している
限りシステムが稼働し続けるという特性（avail-
ability），ネットワークが分断されてもシステ
ムが稼働し続けるという特性（partition toler-
ance）の３つの要件を同時に満たす分散型シス
テムはないといわれており，実務に応用するた
めには，これらの特性のうち，自らが応用する
分野においてどの特性が必要であるのかを見極
めて，適切なブロックチェーンを選定する必要
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がある。

3．1　	過去及び現在の状態の記録技術とし
ての応用事例

プライベート型のものを含めたブロックチェ
ーンの特徴を一言で表現すれば，「情報を記録
し，これを書き換える（＝別の状態に遷移する）
ことについて，システム自身がその正確性（＝
改ざんされていないこと）を保証することがで
きる仕組み」とでもまとめることができるだろ
う。これを特定の資産との関係でもっと分かり
やすく表現すれば，「誰が，どれだけその資産
を持っているかを改ざんされていないことを保
証できる形で記録し，その資産のうちどれだけ
分を誰に移転したかを改ざんされていないこと
を保証できる形で記録することができる仕組
み」と言い換えることができる。
特定の資産の所有者と所有量とその移転状況
を正確に記録するというのは，帳簿が求められ
ている機能にほかならない。すなわち，現在な
いし過去における特定の資産の所有状況を証明
可能な状態で記録するというブロックチェーン
の特性は，様々な資産の所有状況の事実証明の
手段として用いることができる。銀行の管理す
る帳簿，株式会社が管理する株主名簿，登記所
が管理する不動産や特定の動産，債権の登記簿，
自動車の登録ファイルといったものは，もとも
と一定の事実証明のために特定の管理者に帳簿
を厳格に管理させるための仕組みであり，こう
したものは，原理的にはブロックチェーンによ
る管理が可能ということになる。ブロックチェ
ーンという仕組み自身が記録の正確性（＝改ざ
んされていないこと）を担保することができる
ので，帳簿の歴史において連綿とついて回った
帳簿管理者自身の不正行為という問題が，テク
ノロジーによって解消されることを意味する。

3．2　資産の移転としての応用事例

先にブロックチェーンの特徴を「情報を記録
し，これを書き換えることについて，システム
自身がその正確性を保証することができる仕組
み」と表現したが，ブロックチェーンが面白い
ところは，それ自身がプログラマブルであるた
め，「状態の遷移」についてもブロックチェー
ン内部で処理可能なように設計することができ
る点にある。
このように設計されたブロックチェーンは，
先の例が過去及び現在の資産の所有者や所有量
の記録技術としてブロックチェーンを捉えてい
たのに対し，現在の資産の所有者から別の者に
資産が移転することとそのための条件を記録す
る技術として，ブロックチェーンを捉えている
ことになる。先ほどの帳簿の例示の延長で説明
すれば，将来の帳簿の状態への移行について記
録する技術としてブロックチェーンをとらえる
ということである。
特定の資産について，これがある者からある
者へ移転すること，及びその移転のための条件
を改ざんされない状態で記録するというのは，
契約書が求められている機能にほかならない。
すなわち，特定の資産の移転とその条件を証明
可能な状態で記録するというブロックチェーン
の特性は，様々な資産取引の合意内容の証明の
手段として用いることができる。しかも，それ
が帳簿と結びつくことにより，条件の成就によ
り機械的に帳簿の書き換えが行われるという特
性を獲得する。帳簿が資産の所有状況を記録す
るものであるとすれば，この特性は，契約が自
動的に履行されるということを意味するものに
ほかならない。この特性を活かして，ブロック
チェーンにより後述のスマートコントラクトを
実装することができると考え，これを推し進め
る方向での応用も見られる。
従来のシステムは，書面や人間が見読可能な
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電磁的媒体に記録された契約をもとに，その契
約が規定する条件や，これらの条件が成就した
場合に生じるデータベースの書き換えについて
プログラムを組み直すというものであった。こ
れに対して，スマートコントラクトという概念
は，プログラム自身が契約であるとして，条件
が成就すると自動的に帳簿の書き換えが起こる
という世界観を想定する。プログラムにより契
約の履行を自動的に行わせることで，これまで
別途行われていた合意内容の履行というプロセ
スを，合意内容の決定している契約と同じ仕組
みの中で行い，これにより契約の履行コストを
効率化しようという試みである。
突飛なコンセプトであるように聞こえるかも

しれないが，分かりやすい原始的な例として挙
げられるのは自動販売機や自動改札機である。
それぞれ，「必要なお金を入れ，欲しい商品を
ボタンで指定するという条件が揃うと，自動的
に商品が出てくる」「適切な駅から駅までの切
符を購入すれば，出発地の駅で自動的に構内に
入ることができ，目的地の駅で自動的に出るこ
とができる」という合意が自動的に履行される，
という点で，自動販売機や自動改札機は機械に
よって実装されたスマートコントラクトと考え
ることができる。
これと同様に，ブロックチェーンによるスマ

ートコントラクトは，ブロックチェーン内部に
契約条項をコードとして記述し，ブロックチェ
ーンを運用するコンピュータ・ネットワークで
契約を締結・保存し，契約の自動的な履行によ
りブロックチェーン内部の帳簿を更新すること
で取引が完了する。改ざんが困難で透明性の高
いブロックチェーン技術の活用により，このよ
うな契約制度自体のデジタル化とビジネスの省
コスト化が進展することが期待されている。

4 ．		ブロックチェーン技術の知財分野
への活用例とそのメリット

このようにブロックチェーン技術の活用は多
くの分野で注目されているが，知財分野もまた
その例外ではない。仮想通貨と知的財産権は，
少なくとも無体物を対象とするという意味では
共通しており，このことは，その権利関係を物
理的な状態ではなく帳簿によって表示すること
に違和感がないという意味で，知財分野へのブ
ロックチェーンの親和性を示すものといえそう
である。
以下では，知財分野において最も拡がりを見
せているコンテンツ管理分野での実例を中心に
紹介した上で，今後について展望する。

4．1　コンテンツ管理分野での活用

コンテンツ管理分野で展開されているサービ
スには，例えば，クリエイターがアップロード
したデジタル作品をハッシュ値と紐付ける等し
てブロックチェーンに登録し，タイムスタンプ
を付した証書を発行する機能や，当該作品の譲
渡やライセンスといった取引履歴・取引内容を
ブロックチェーンに記録する機能，当該作品の
インターネット上での無断使用状況を追跡・監
視する機能，などが存在しており，クリエイタ
ーとユーザーの双方にとってのプラットフォー
ムを提供している（代表例は表１を参照）。
対象となるデジタル作品としては，イラスト

やデザイン，写真はもとより，音楽作品などの
分野での活用にも注目が集まっている。音楽作
品においては，作詞家や作曲家の著作権及び著
作者人格権のほか，実演家の著作隣接権及び実
演家人格権，レコード製作者の著作隣接権，放
送事業者の著作隣接権といった多くの権利が重
層的に積み重なっている上，音楽ビジネスのプ
レーヤーとしても，作詞家・作曲家，音楽出版
社，著作権等管理事業者，実演家，プロダクシ
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ョン，レコード会社，プロモーター，配信事業
者といった多様な主体が関与しており，これら
の権利関係や利用記録を一括して管理すること
の利便性は大きいからである。
このようなサービスをブロックチェーン技術
により実現することには，上述した改ざん・二
重使用の防止，システム安定性の維持といった
一般的特性を活かせることに加えて，以下のよ
うな様々なメリットを有しており，ブロックチ
ェーンのプラットフォームとスマートコントラ
クトを使えば，これまでの業界構造を大きく変
容させる新たなエコシステム５）を実現できる可
能性を秘めている。
①  透明性の強化に伴う，クリエイター主導の
エコシステム
現代のコンテンツ産業においては，クリエイ
ターとユーザーの間に様々な仲介者が介在して
複雑なサプライチェーンを構成している。例え
ば音楽業界では，レコード会社，著作権等管理
事業者，プロモーター，放送・配信事業者等の
数多くの利害関係者が存在し，それぞれが独自
の方式で契約を締結している。このように業界
が複雑化すると，ユーザーの支払う対価が最終
的にクリエイターに還元されるまでのプロセス
が不透明で，どのような過程を経ていかなる算
定根拠に基づくコストが控除されて創作の対価

が還元されるのかも明らかでなく，これがクリ
エイターによるイノベーションの危機を招いて
いると批判されることもある。ここ20年ほどに
おけるインターネットの隆盛は，確かに多様な
クリエイターを生み出し，その作品の活用の場
を劇的に広げたが，他方で巨大IT企業による
オンライン配信プラットフォームの寡占化を招
き，結局のところクリエイターに十分な還元が
なされているとは必ずしも言えない状況にある。
ブロックチェーンを用いたコンテンツ管理が

普及すれば，利用状況や利用条件をクリエイタ
ーの目に見える形で追跡することが可能にな
り，クリエイターがより主導権を持つ形で作品
を管理し，透明性の高い形で創作の対価を得る
ことで，持続可能性の高いイノベーションのエ
コシステムの構築可能性が生まれるのではない
か，と期待されているのである。
また，スマートコントラクトを活用すること

によって，利用条件についても個別にきめ細か
く柔軟な設定を行い自動的に執行できるように
なる。例えば，地域毎に管理方法を変える，一
定のトリガーに基づきライセンスを終了する，
といったアレンジをプログラムに組み込むとい
ったカスタマイズも，クリエイター主導で容易
に行えるようになることが期待されている。
さらに，このようなサプライチェーンの見え

表１　コンテンツ管理分野でのブロックチェーンの活用プラットフォームの代表例

対象作品 代表的なプラットフォーム例
デジタル画像等 海外：

　Ascribe（https://www.ascribe.io/）
　Blockai（https://blockai.com/）
　Monegraph（https://monegraph.com/）
　Verisart（https://www.verisart.com/）
国内：
　NTTサービスエボリューション研究所による実証的な研究開発４）

音楽作品 海外：
　UjoMusic（http://ujomusic.com/）
　Mycelia（http://myceliaformusic.org/）
　dotBC（http://dotblockchainmusic.com/）

表１中のURL参照日はいずれも2017年２月10日
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る化が進むことで，クリエイターとしては，出
資者などからのファンディングの機会も拡大で
きる可能性がある。出資者としても作品の利用
状況を透明性の高い形で確認することができ，
迅速に安心して利益の還元を受けることができ
るからである。
② 分散型データベースの充実
近時，デジタル化やネットワーク化の進展に

伴い，権利者不明作品の活用策が知的財産政策
における重要なテーマとなっている。他人の著
作物を利用するためには，権利者の存否・所在
を確認した上で，権利者に許諾を求めて交渉す
る必要があるが，そもそも探す努力をしても権
利者の特定ができない，あるいは権利者と連絡
がつかないといった著作物を「孤児著作物（オ
ーファンワークス）」という。日本の著作権法
では文化庁長官による裁定制度が存在し，一定
の要件と手続を満たせば著作物を無許諾で利用
できるが，現状では裁定制度が十分に活用され
ているとは言い難く，権利処理に際して大きな
障害となることに変わりはない。
この点，特許権や商標権のように特許庁での

登録が権利取得要件となる産業財産権とは異な
り，著作権の発生には登録等の手続を必要とし
ないが，著作権法は，これとは別に，著作者の
権利等に関する登録制度も設けている。具体的
には，（a）実名の登録（著作権法75条。無名・
変名で公表された著作物の著作者の実名を登録
する制度。），（b）第一発行（公表）年月日の登
録（同法76条。登録された日に著作物が発行（公
表）されたことの推定を可能にする制度。），（c）
著作権の移転等の登録（同法77条。著作権の譲
渡・質権設定等の権利変動に関して，第三者へ
の対抗を可能にする制度。）などが存在する。
しかし，著作権法の下では，端的に自らが著作
権者であることを登録する制度はなく，またプ
ログラムの場合を除いて著作物の創作年月日を
登録する制度もない。

ブロックチェーンによる分散型帳簿を活用す
れば，管理者に依存することなく，作品データ
及び関連データに加え，メタデータ（属性情報）
として契約条項や連絡先なども一括して記録す
ることができるため，権利者のサーチコスト，
権利者との交渉コスト，権利者への対価分配コ
ストを減少することが期待できる。
③ タイムリーで確実なマイクロペイメント
ビットコインのような仮想通貨による送金

は，仲介者を介在させることなく行うことがで
きるため，コストが安く済み，少額の送金（マ
イクロペイメント）に適している。このような
特性は，一回あたりの使用料が比較的少額であ
ることの多いコンテンツ管理ビジネスにおいて
は，重要なメリットである。
また，上述したスマートコントラクトを活用

すれば，ユーザーによるストリーミングやダウ
ンロードといった利用と連動する形で，予め定
められた配分プログラムに従って自動的に使用
料がクリエイターに還元される仕組みを実現す
ることも考えられる。そして，価格の設定方法
についても，期間や地域，利用数といった諸要
素に応じて柔軟に変動させてそれを自動的に執
行するようなプログラムとすることができる。

4．2　その他の知財分野での活用

以上のようなコンテンツ管理サービス以外に
も，ブロックチェーン技術を知財分野で活用す
るためのユースケースは考えられる。
例えば，特許法に基づく先使用権（特許法79

条）を立証するための証拠として，発明に係る
データをブロックチェーン上に登録し，タイム
スタンプを付与することが考えられる。現状で
は，公証人による公証制度や，一般財団法人日
本データ通信協会により認定されたタイムスタ
ンプサービスなども存在するが，これらに替わ
る，管理者に必ずしも依拠しない分散型サービ
スとしての活用が考えられる。
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また，営業秘密として秘匿していたノウハウ
等を盗用されたような場合に，従前から自己の
ノウハウとして保有していたことを立証するた
めの証拠として，ノウハウに係るデータをブロ
ックチェーン上に登録し，タイムスタンプを付
与するといった活用方法も考えられる。ほかに
も，第三者の特許を無効にするための先行技術
を立証するための証拠として用いたり，商標不
使用取消審判に対抗して商標使用の事実を立証
するための証拠として用いたりすることも考え
られよう。
こうした事実証明がシステム自身のアーキテ
クチャによって信頼性が担保されることで，特
定の管理者につきガバナンスフレームワーク
（管理体制）を用いて技術的，物理的，組織的
な措置を講じることで信頼性を担保するより
も，知財の権利関係につき安価かつ確実に証明
が可能となり，またその証明が他者に依存する
ことにより副次的に発生する問題を回避するこ
とができるのである

5 ．		ブロックチェーン技術のコンテン
ツ保護・流通における活用に向け
た課題

これまでみてきたように，ブロックチェーン
技術を知財分野で活用するためのユースケース
には様々なものがある。しかし，そのようなサ
ービスが本格的に普及するために，解決しなけ
ればならない課題も少なくない。

5．1　	オフチェーンでの権利関係との不一
致の問題

（1）問　題
まず，現状の日本における知財の権利証明に
関する法制度下では，単に民間で用いるブロッ
クチェーン上の帳簿は，必ずしも現実の権利関
係との一致を法的に保証するものとは限らな
い。例えばあるコンテンツを無権限者が自らの

ものとしてブロックチェーン上に登録するケー
スもあれば，権利者がブロックチェーン上で第
三者への譲渡やライセンスを登録する一方で，
ネットワーク外（オフチェーン）で別の第三者
に権利を譲渡してしまうケースもある。無権限
者がブロックチェーン上で自らを著作権者とし
て登録しても，実体法上は著作権者としての権
利を行使することができるわけではない。
また，二重譲渡については，著作権法上の登

録にブロックチェーンの仕組みを用いない限
り，ブロックチェーン上の譲受人であっても，
完全にオフチェーンで権利を譲り受けた第三者
が著作権法上の登録を行ってしまえばこれに対
抗することはできない（著作権法77条）。ライ
センスに至っては，現行の著作権法には特段の
対抗手段も存在しないため，ブロックチェーン
上のライセンシーであっても，オフチェーンで
著作権を譲り受けた第三者に対して対抗する方
法はないことになる。

（2）問題に対するアプローチ
第一に，こうしたものの問題の幾つかは，現

状の著作権管理の仕組みにおいても生じないこ
とが保証されているものではないことに留意が
必要である。
知財分野に限られないが，ブロックチェーン

技術の応用を考える際に重要なのは，現行の法
制やこれをもとに形作られた実務の仕組みは，
分散型帳簿技術という技術の存在を念頭に置い
て作られていないという視点である。
FinTechが，新しいIT技術を前提に，金融サ

ービスのあり方を創りかえるものであり，これ
に伴う法改正を必要とし，現にそうした法改正
が次々に行われている６）ことを指摘するまでも
なく，イノベーションは，従来の仕組みの前提
となる技術が変わることにより，技術と同じく
制度のインフラを構成する法律の変更もまた要
請する。ブロックチェーンの知財管理への応用
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に関して我々が考えるべきことは，ブロックチ
ェーンが，クリエイターをエンパワーし，イノ
ベーションへのインセンティブをクリエイター
に付与するという，知財本来の力を取り戻すこ
とに資する本質を踏まえて，では知財管理の制
度をどのように更新すれば，ブロックチェーン
が技術的に可能としている価値を実現する仕組
みとすることができるか，という点であるはず
である。
有体物の所有制度は，物権法という歴史的な

経緯を背負い，目に見え現実に存在するモノの
権利関係を取り扱うという点で，その全てを帳
簿に載せて帳簿上で管理するというイメージを
持ちにくい。不動産登記簿という仕組みをブロ
ックチェーンで載せ替えるということも，明治
以降，少なくともまがりなりに不動産登記簿制
度というのが機能してきた日本においては，ブ
ロックチェーンによる不動産管理の検討に踏み
切ったホンジュラス７）のようには容易にいかな
いのではないかというのも，頷けるところがあ
る。
これに対して，知的財産権，とりわけ著作権
のような登録を要することなく権利性が認めら
れる無体財産の類は，これを帳簿により管理す
る制度の構築について，より検討の余地がある
ようにも思われる。例えば，現行の著作権等管
理事業では，著作権等管理事業者が著作権をデ
ータベースにより集権的に管理しているが，こ
れは著作権等管理事業法が，そのような管理事
業者の作成する帳簿により集権的に管理する以
外に著作権に係る帳簿管理の方法はないことを
前提として，構築された法体系である。ブロッ
クチェーン技術の登場により，そのような管理
方法ではない方法で著作権管理が技術的に可能
であるということを前提に，クリエイターがよ
り創作を動機づけられるような仕組みを創造し
ようとすれば，これは少なくとも今よりは良い
仕組みを作ることが可能であるようにも思われ

る。

5．2　侵害の防止，発見，執行における限界

次に，ブロックチェーン技術は，信頼性の高
いデータベースとしての機能を果たすととも
に，契約の締結から履行までをプログラムによ
り自動化することによる高効率化を実現するこ
とはできる。他方で，コンテンツの第三者によ
る複製を防止したり，侵害コンテンツを追跡・
検知する機能を保有しているわけではない。
オンライン上でのコンテンツ管理を行うに際

しては，DRM（Digital Rights Management。
デジタル著作権管理）と呼ばれる手法を用いて
コピーやアクセスをコントロールしたり，電子
透かし技術を用いて侵害を発見しやすくするな
どの手法が一般に用いられるが，ブロックチェ
ーンを用いたサービスの場合においても例外で
はなく，これらの技術との併用が必要となって
くるだろう。そして，現に違法な複製等を行っ
ている第三者に対する侵害停止の強制執行は，
スマートコントラクトを活用しても実現するこ
とはできず，裁判所等を通じた紛争解決手段を
活用することになる。
ただし，ブロックチェーンにより事後的な改

ざんが不可能な形でコンテンツがタイムスタン
プ付きで登録されていれば，誰がオリジナルを
作成したかを証明するための有用な手段とな
る。このような状態が確保されたコンテンツと
いうことになれば，訴訟の回避に役立つことに
なる。

6 ．	おわりに

新しい技術に対して，現行の仕組みと比較し
てその欠点を語る傾向が日本ではしばしば見ら
れるが，多くの場合，現行の制度に問題点があ
ることが無視される傾向にある。例えば，文書
の真正を証明する印鑑制度は，同じ印影を表出
する印鑑を調達することが実は現代ではきわめ
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て容易であるという問題を抱えていると思われ
るが，電子署名となると，容易に複製できるこ
とが強調され，印鑑による証明の不完全さを無
視して，堅牢な電子署名制度を構築しようとす
る結果，電子署名の普及を阻害するという本末
転倒な事態に陥るようなことが起こる。
ブロックチェーンは新しい，まだ発展途上の
技術である。他のイノベーティブな技術と同様，
様々な試行錯誤を経て，技術が確立し，今後，
実用レベルのユースケースが生まれてくるもの
と予想される。例えば金融業界では，株式や債
券などの金融商品の管理にブロックチェーンを
用いることが構想されており，現に米国ではこ
れらが実用されている状態にある８）。帳簿にお
いてその権利関係を管理することができる金融
商品がブロックチェーンによって管理すること
ができるとされるなか，著作権を始めとする知
的財産権が同様の仕組みによって管理できない
技術的な理由はないように思われる。知的財産
権は，株式や債券などの金融商品と異なり，分
散型の管理を促進することで，それらの権利が
もともと想定する機能をよりよく果たすことが
できるという点で，ブロックチェーン技術によ
る管理が制度的には正当化されやすい面すらあ
るといえよう。
音楽等のコンテンツの著作権は，これをとり
まく利害関係者が多く，利害関係者の振る舞い
を想定すると，日本においてその調整は容易で
はないことは想像に難くない。しかし，インタ
ーネットの出現とこれによる抜本的なビジネス
モデルの転換に遅れ，新しい仕組みに素早く対
応した海外事業者に付加価値の多くを奪われる
こととなった原因が，利害関係者が居心地の良
い従来の仕組みに固執し，本来あるべきコンテ
ンツ流通の姿を追求するイノベーションを阻む
ことに終始した結果であることを忘れてはなら
ないだろう。
金融業界は，こうした日本のコンテンツ業界

の失敗を他山の石として，同様の轍を踏まぬよ
う，自らのビジネスモデルを破壊しかねないこ
とを覚悟の上で，ブロックチェーンによる金融
革命に邁進している。今度は日本のコンテンツ
業界が，金融の世界に起こっていることを自ら
の業界になぞらえて理解し，タイミングを逃さ
ず先んじて行動する番である。今ならば，知的
財産の分散管理という新たなパラダイムのもと
に，次世代のコンテンツ業界のルールを主導し，
劣勢に置かれた現状を巻き返すための狼煙を上
げることができるように思われる。

注　記

 1） 当時世界最大級のビットコイン取扱量を誇って
いたビットコイン交換所マウントゴックスは，
2014年２月に突如，全取引を中止し，サイトが
閉鎖された。間もなく東京地方裁判所に民事再
生手続きの開始の申請が出されたが，同裁判所
はこれを棄却，破産手続きに移行した。CEOで
あったマルク・カルプレス氏は，顧客からの預
かり資産を着服したとして業務上横領と私電磁
的記録不正作出・同供用の容疑で逮捕，起訴さ
れている。

 2） Vitalik Buterinによって提唱されたブロックチェ
ーン技術を用いたプラットフォームないしこれ
に関するオープンソース・ソフトウェア・プロ
ジェクト。チューリング完全なプログラミング
言語を持ち，分散型アプリケーション，とりわ
けスマート・コントラクトを実装することを想
定して開発された。

 3） 経済産業省ウェブサイト「ビットコインを支え
る，ブロックチェーン技術」より引用。

  http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/201605 
19001.html（参照日：2017年２月10日）

 4） 「Kirari!」を支える構成技術：ブロックチェーン
応用コンテンツ管理技術（日本電信電話株式会
社ホームページ）

  http://www.ntt.co.jp/RD/active/201602/jp/pf/
pf003.html）（参照日：2017年２月13日）

 5） 「生態系」を意味する英語から転じて，経済的な
連携や産業構造を表す用語。

 6） 例えば，仮想通貨を金融法体系上に取り込んだ
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改正資金決済法や，インターネット上の決済代
行ビジネスをクレジットカードビジネスにおい
て正式に認知した改正割賦販売法などが挙げら
れる。

 7） ホンジュラスでは，役人が行う地権帳簿の改ざ
んにより土地の所有権が侵害されるという問題
に対処するため，ブロックチェーン技術を用い
た記録管理アプリケーションを提供するFactom
社と共同で，土地権利管理をブロックチェーン

上で行うプロジェクトを公表している。
 8） 例えばOverstock社は，自社の社債や優先株式を

ブロックチェーンにより管理し，これを市場で
売り出している。同社はブロックチェーンベー
スの株式取引のプラットフォーム「t0」も運営
している。

（原稿受領日　2017年１月21日）
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